
消防法（昭和２３年法律第１８６号）〔抜粋〕 

第１章 総 則 

第１条 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害

を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。 

第２条 この法律の用語は左の例による。 

（２～８ 略） 

９ 救急業務とは、災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故（以下この項において「災害による事故等」

という。）又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち、医療機関その他の

場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によって、医療機関（厚生労働省令で定める医療機関をいう。第７章の２において同じ。）その他

の場所に搬送すること（傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。）をい

う。） 

第７章の２ 救急業務 

（中略） 

第 35条の５ 都道府県は、消防機関による救急業務としての傷病者（第２条第９項に規定する傷病者をいう。以下この章において同じ。）の搬送（以

下この章において「傷病者の搬送」という。）及び医療機関による当該傷病者の受入れ（以下この章において「傷病者の受入れ」という。）の迅速

かつ適切な実施を図るため、傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準（以下この章において「実施基準」という。）を定めなければな

らない。 

２ 実施基準においては、都道府県の区域又は医療を提供する体制の状況を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、次に掲げる事項を定

めるものとする。 

一 傷病者の心身等の状況（以下この項において「傷病者の状況」という。）に応じた適切な医療の提供が行われることを確保するために医療機関

を分類する基準 

二 前号に掲げる基準に基づき分類された医療機関の区分及び当該区分に該当する医療機関の名称 

三 消防機関が傷病者の状況を確認するための基準 

四 消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関を選定するための基準 
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五 消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関に対し傷病者の状況を伝達するための基準 

六 前二号に掲げるもののほか、傷病者の受入れに関する消防機関と医療機関との間の合意を形成するための基準その他傷病者の受入れを行う医療

機関の確保に資する事項 

七 前各号に掲げるもののほか、傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し都道府県が必要と認める事項 

３ 実施基準は、医学的知見に基づき、かつ、医療法（昭和 23年法律第 205号）第 30条の４第１項に規定する医療計画との調和が保たれるように定め

られなければならない。 

４ 都道府県は、実施基準を定めるときは、あらかじめ、第 35条の８第１項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。 

５ 都道府県は、実施基準を定めたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。 

６ 前３項の規定は、実施基準の変更について準用する。 

第 35条の６ 総務大臣及び厚生労働大臣は、都道府県に対し、実施基準の策定又は変更に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとす

る。 

第 35条の７ 消防機関は、傷病者の搬送に当たっては、実施基準を遵守しなければならない。 

２ 医療機関は、傷病者の受入れに当たっては、実施基準を尊重するよう努めるものとする。 

第 35条の８ 都道府県は、実施基準に関する協議並びに実施基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整を行うための協議会

（以下この条において「協議会」という。）を組織するものとする。 

２ 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 

一 消防機関の職員 

二 医療機関の管理者又はその指定する医師 

三 診療に関する学識経験者の団体の推薦する者 

四 都道府県の職員 

五 学識経験者その他の都道府県が必要と認める者 

３ 協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。 

４ 協議会は、都道府県知事に対し、実施基準並びに傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し必要な事項について意見を述べることができる。 

（以下略） 
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